
資料５ 全体評価書(案)に対するプロセス評価委員の意⾒聴取結果

No. 対象箇所 意⾒の内容 委員 意⾒への対応
全体評価書(案)の

修正有無

1

全体評価書
Ⅱ. ２．項
Ⅱ. ３．項
確認内容

「 規則第４条および第13条において、･･･⾦銭的な制約や団体資格の会員資格を条件づけないと規定している。 」

 下線部の”団体資格”は、”団体組織”の誤字ではないか。
渡 委員

 ご指摘のとおり誤字であるため、規則第４条および第13条のとおり、”団体資格”を”団体組織”へ全体評価書(案)の該当箇所を修正しま
す。

有

2
全体評価書
Ⅰ. ９．項

説明

「 ①問い合わせ先：
  1)⼀般社団法⼈ ⽇本溶接協会 サステナブル保安部会（事務局）」

 ”サステナブル保安部会”は、”圧⼒設備サステナブル保安部会”の誤りではないか。

⼩島 委員
 ご指摘のとおり誤りであるため、”サステナブル保安部会”を”圧⼒設備サステナブル保安部会”へ全体評価書(案)の該当箇所を修正しま
す。

有

3
全体評価書
Ⅱ. １．項
確認内容

「 評価される⺠間規格に関係するものとして、⼀般社団法⼈圧⼒設備サステナブル保安部会の関係者が参加してい
る。 」

 下線部の”⼀般社団法⼈圧⼒設備サステナブル保安部会”は、⼀般社団法⼈ ⽇本溶接協会 圧⼒設備サステナブル保
安部会”の誤りではないか。

⼩島 委員
 ご指摘のとおり誤りであるため、”⼀般社団法⼈圧⼒設備サステナブル保安部会”を”⼀般社団法⼈ ⽇本溶接協会 圧⼒設備サステナブル
保安部会”へへ全体評価書(案)の該当箇所を修正します。

有

6

全体評価書
Ⅲ. 添付資料

資料１  資料３
（技術評価書
Ⅱ．添付資料

資料３）

【ご提案①】（つづき）
資料３のタイトル 「 設備技術規格評価委員会における委員からのコメント 」について、全体評価書への記載まで
は要しないと考えていますが、資料３のタイトルは、申請者からの回答も含んでいることから、「 資料３ 設備技
術規格評価委員会における委員からのコメント及び申請者からの回答 」という表記がより正確と考える。

越野 委員
 プロセス評価委員会の審議において修正する必要があると判断されましたら、技術評価書の修正について設備技術規格評価委員会へ通
知のうえ対応します。 ⇒プロセス評価委員会にて修正する必要は無いと判断されました。

無

7

全体評価書
Ⅲ.添付資料

資料１
（技術評価書 附属書Ⅰ

４. 項 確認内容）

【ご提案①】（つづき）
「 ･･･API/ASME規格を⺟体とし、これに対する国内⾼圧ガス法やJIS規格等を踏まえた追補事項/補⾜事項を規定
した ･･･。」について、全体評価書への記載までは要しないと考えていますが、「国内⾼圧ガス法」という表記に
ついては、⾼圧ガスに関連する諸規則を含めた表記としては、「国内⾼圧ガス保安法令」という表記がより正確と
考える。

越野 委員
 プロセス評価委員会の審議において修正する必要があると判断されましたら、技術評価書の修正について設備技術規格評価委員会へ通
知のうえ対応します。 ⇒プロセス評価委員会にて修正する必要は無いと判断されました。

無

8
全体評価書
Ⅱ. ６. 項
確認内容

【ご提案②】
以下のカッコ「 」内の記載を追記する。

「なお、技術評価書では明確な記載は無かったが、設備技術規格評価委員会の審議における委員からコメントにつ
いては、申請者からの回答が技術評価書の資料３として提⽰されており、規格の運⽤に際しては、規格策定者及び
規格利⽤者において当該回答内容に留意することが、設備技術規格評価委員会の⽅針であることを確認した。」

越野 委員  No.５の意⾒への対応のとおりとします。 無

9
全体評価書
Ⅰ. ３. 項

説明

【その他】
「3.設備技術規格評価委員会の主な意⾒及び対応」において、「各委員会における主な意⾒は以下の通り。」は、
単に意⾒があっただけでなく、対応についてもしっかりと確認していることが重要であるため、説明としては、例
えば「各委員会における主な意⾒は以下の通りであり、意⾒への対応が適切であるかの確認も⾏っている。」と修
正してはいかがでしょうか。

越野 委員
「各委員会における主な意⾒は以下の通り。」を「各委員会における主な意⾒及び対応は以下の通り。」へ全体評価書（案）の該当箇所
を修正します。

有

10 その他
（意⾒）今回の評価対象規格は引⽤規格が多いため、規格利⽤者が適切に利⽤できるよう説明会や⼿引き書などの
発⾏は検討されていますでしょうか。

越野 委員
 No.5の意⾒への対応のとおり、申請団体は「解釈Q&A」を発⾏する予定です。また、経済産業省主催の「認定事業所 情報交換会」
（2025年2⽉12⽇）や申請団体主催の「圧⼒設備保安セミナー」（2025年2⽉21⽇）にて、⽯油会社や⽯油化学会社などを始めとする規
格利⽤者に対して本規格の概要を説明したと伺っています。

無

11
A.4.3 ⾼圧ガス設備の耐圧性能及び強度
A.4.3.1 ⼀般 b)の「個別に定めた資格」とはどのようなものを想定しているのか。⽬視検査員等の公的資格のない
検査員について、有資格者による検査を規定したとのことだが現状で想定しているものがあれば。

志津⾥ 委員
 申請団体より、以下のカッコ『 』内のとおり回答がありました。
 
『年数や実績等からの経験、スキル確認（検査会社の⾃⼰評価等の確認も含む）等を想定しております。』

無

12
A.4.3 ⾼圧ガス設備の耐圧性能及び強度
A.4.3.2 ⾁厚測定 c)について、対象となるフレキシブルチューブ類で腐⾷による異常が⽣じていないことを確認する
のではなく、「同様の腐⾷環境の配管系など」としている理由は。

志津⾥ 委員

 申請団体より、以下のカッコ『 』内のとおり回答がありました。

『A.4.3.1 a)の通り、より世界的に広く活⽤されているAPI RP 571により腐⾷による異常が発⽣しない系であることを確認するととも
に、A.4.3.2 c)により、実際に同様の腐⾷環境範囲で腐⾷による異常が発⽣していないことを確認した場合としました。』

無

13
A.4.3 ⾼圧ガス設備の耐圧性能及び強度
A.4.3.4.1 外部の⽬視検査 d)1について、設置状況については「製作時の基準を参考に確認」とあるが「無理な曲
げ、捻じれがないこと」といった接続状況が適切にされているかについても加えては。

志津⾥ 委員

 申請団体より、以下のカッコ『 』内のとおり回答がありました。

『接続状況につきましては、配管については⽀持構造物の異常で確認するとしてb)項を規定しました。
 また、フレキシブルチューブについてはAPI 570でも「異常な変形，位置ずれ，過度の⾓回転及び変位がないことを確認する」と規定
されていますが、検査で異常な状態が疑われた場合に保安検査としてより明確に判定できる様、「設置状況が適切に維持されていること
（設計の許容範囲内）を確認する」としてシンプルに記載しました。』

無

無

有

全体評価書
Ⅲ.添付資料

資料２
⺠間規格等制定案

（WES9801：2024「特定
認定⾼度保安実施者による
保安検査基準（コンビナー
ト等保安規則関係）」およ

び正誤票

全体評価書
Ⅲ.添付資料

 資料１ 資料２
 ⺠間規格等作成団体

作成資料
（添付資料１〜６）

4

 設備技術規格評価委員会の審議では、資料３−２（技術評価書（附属書Ⅰを含む）の内容で決議されました。この審議において規格の
修正が必要とされた項⽬は、資料３−６ 資料１ 資料４（設備技術規格評価委員会の審議結果に基づく「WES 9801 特定認定⾼度保安実
施者による保安検査基準（コンビナート等保安規則関係）」の正誤票)の内容であり、今後、申請団体（⼀般社団法⼈ ⽇本溶接協会 圧⼒
設備サステナブル保安部会、以下略。）が所属する⼀般社団法⼈ ⽇本溶接協会の正式な⼿続きにより資料３−６ 資料１ 資料４の内容に
て正誤表が承認されたことをプロセス評価委員会が確認することで、当該規格の全体評価が完了します。全体評価の完了後、全体評価書
を公開し、当該規格はコンビナート等保安規則第94条の7の13第5項第3号に基づく保安検査の⽅法としての⺠間規格等として運⽤を開始
することが可能となります。
 ご意⾒の主旨である規格の運⽤にあたり資料３−５ 資料１ 資料３（ 設備技術規格評価委員会における委員からのコメント）の内容に
留意することに関連して、申請団体の対応を以下のカッコ『 』内のとおり確認しております。

『 資料３−５ 資料１ 資料３のコメントのうち規格修正の対象とならなかったもの、即ち意味の確認レベルの項⽬への対応は、資料３−
２の附属書 Ⅰの「8. 規格の解釈対応責任 規格の運⽤後の解釈問い合わせの⽅法が明⽰され、その解釈に対する回答が公開されている
こと。」に該当するものとして、既に定めている要領にもとづき実施します。具体的には、前述の意味の確認レベルの項⽬については、
プロセス評価委員会の全体評価の審議終了後に纏めた「解釈Q&A」として公開する予定です。この解釈Q&AはJIS規格における「JISの解
釈Q&A」等と位置づけは同様であり、規格に従い「規格の運⽤に際して留意するもの」となります。なお、規格運⽤開始後に⽣じるであ
ろう解釈Q&Aについては、軽微な内容の問い合わせに対しては迅速性を確保するため申請団体内の第三者委員会である規格原案作成委員
会で都度審議のうえ回答を公開し、重要な内容への回答については、設備技術規格評価委員会にて都度審議頂いてから公開します。ま
た、規格の運⽤開始後は年に⼀度、解釈Q&Aの内容を軽微な内容と判断したものも含めて、全て設備技術規格評価委員会の審議に付して
承認して頂くこととします。 』
 
 従いまして、全体評価書Ⅰ．9項②として以下のように記載します。

”②問い合わせへの対応⽅法：問い合わせ先となった上記①の1)あるいは2)のいずれかより回答する。また、問い合わせ内容に応じて、
上記①の1)と2)は、協議のうえ対応を検討することとしている。具体的には、申請団体は資料３−５ 資料１ 資料３などの委員会審議で
の質疑応答及び規格運⽤開始後の問い合わせへの回答については、資料３−２の附属書 Ⅰの「8. 規格の解釈対応責任 規格の運⽤後の
解釈問い合わせの⽅法が明⽰され、その解釈に対する回答が公開されていること。」との審査要件に従い、全体評価終了後に規格と併せ
て運⽤するための解釈Q&Aに公開することを確認した。なお、規格の運⽤開始後に⽣じる問い合わせ対応については、軽微な内容の問い
合わせに対しては迅速性を確保するため申請団体内の第三者委員会である規格原案作成委員会で都度審議のうえ回答を公開し、重要な内
容の問い合わせへの回答については、設備技術規格評価委員会にて都度審議に付してから公開することとしており、規格の運⽤開始後は
年に⼀度、解釈Q&Aの内容を軽微な内容と判断したものも含めて、全て設備技術規格評価委員会の審議に付すことを確認した。”

【ご提案①】
 2024年12⽉25⽇に提出した当⽅のコメント（別添1参照）を踏まえ、プロセス評価委員会の委員のうち、設備技
術規格評価委員会の委員を兼ねている皆様において、改めて設備技術規格評価委員会の技術評価書の技術的な修
正・追記(以下の蛍光ハイライト部分(注))を第２回プロセス評価委員会までにご審議いただくことを提案させていた
だきたいと思います。

（注）以下の「」内に記載した部分
「なお、設備技術規格評価委員会の審議における委員からのコメントについては、申請者からの回答が技術評価書
の資料３として提⽰されており、規格の運⽤に際しては、規格策定者及び規格利⽤者は当該回答内容に留意するこ
と。」

越野 委員

全体評価書
Ⅲ.添付資料

資料１
Ⅰ. ３. 項
確認内容

（技術評価書
Ｉ. ３. 項）

5

 申請団体の対応について以下のカッコ『 』内のとおり、解説を修正することを確認しました。

『・API510、570では、認定圧⼒容器検査員（以下、検査員）と検査作業員の2種類の⾔葉を使⽤しており、以下のように定義されてい
ます。
  検査員：API規格のもとで検査を⾏う資格および認定を有する認定検査機関の従業員と定義され、いわゆる事業所側で検査
      および最終評価を⾏う者
  検査作業員：圧⼒容器部品に対して特定の⾮破壊検査を実施することで検査員を⽀援し適⽤される受け⼊れ基準に従って
      評価する者と定義され、いわゆる検査会社の従業員で実際に⾮破壊検査を⾏いその結果⾃体の評価を⾏う者
・検査員について
 特定⾼度認定保安実施者（A認定）および特定認定事業所（スーパー認定）は、認定制度（認定⾼度保安実施者の認定について
_20231213保局第1号）の中でご指摘のKHK S 0851 表7.1の組織体制を構築し運⽤しています。同体制はAPI510、570の検査員の要求
事項をほぼ満たすものと考えており、WES9801ではAPIの検査員の要求事項はこの体制で対応できるとして、検査員に対して将来的な課
題としての記載はございません。但し、完全に要求事項が⼀致しているわけではなく継続的改善の余地があると考えており、WES9802
では今後の課題として改善を検討する旨記載したものです。
・検査作業員について
 WES 9801では実際に現場で検査をする者として、「検査の実施者」と記載しました。こちらは従来もトレーサビリティーとして⾮破
壊検査等公的資格制度があるものは有資格者が⾏っていることを確認していますが、実際に運⽤されているものの規格⾃体に明確な記載
はなく、WES 9801ではAPI 510、570にならって規格の要求事項として反映したものです。また、APIでも浸透探傷試験や磁気探傷試験
等の公的資格制度のあるものしか要求していませんが、A認定およびスーパー認定事業者として公的資格制度の無い検査作業員（例えば
⽬視検査員等）についても、検査の施⼯品質確保が重要と考え何らかの要件を定めて管理しているため、WES 9801ではAPIからのプラ
スの要求事項として追加しました。これにより公的資格だけでは対応できないため、規格としては各事業所の資格制度として記載したも
のです。なお、⽬視検査等は重要な検査の⼀つと認識しており、継続的改善として⽬視検査員の資格制度についても業界として検討する
こととしております。
・ご指摘への対応
 上記趣旨について解説で補⾜したもののご指摘の通り分かりにくいため、解説をより分かりやすく修正します。』

 WES 9801:2024 特定⾼度保安実施者による保安検査基準（コンビナート等保安規則関係）解説の4.7.2b)2)（添
付資料１ 別添8 資料③ PDFファイルP223 842⾏）において「API規格を参考に，公的資格制度のない検査員につい
ても，資格要件を設定した。」と記載されているが、同資料中「WES9802への採⽤を保留した事項」（添付資料４
別添４ PDFファイルP75）においては「国内には該当資格がないため、現状は事業者ごとに設定」と記載されてい
る。
 また、圧⼒設備の維持管理基準附属書Ａ A.2.4.4検査員（添付資料５ 別添21 PDFファイルP328）においては「圧
⼒容器の検査員の要件は、API 510:2022の4.4による。ただし、API 510:2022のAnnexBに基づく資格取得は、移⾏
措置として2029年までの間は、オーナー/使⽤者が個別に定めた要件をもって第たしてもよい」との記載が、同附
属書Ｂ B2.10検査員の認証（添付資料５ 別添21  PDFファイルP345）においては「API 570:2016のAnnexAに規定
される認定配管検査員の認証の資格は、移⾏措置として、2029年までの間はオーナー/使⽤者が個別に定めた要件
を持って代替してもよい。」との記載がなされている。
 検査員の資格は、設備の供⽤適正評価等を⾏うためのデータの信頼性を担保するために必要であり、検査員の要
件を事業者の善意に期待することは規格として望ましくないと考える。
 国内にAPI 510:2022及びAPI 570:2016の検査員の適格性確認のための資格制度がないのであれば、当分の間は
（⼀社）⽇本⾮破壊検査協会が認定する資格、HPI設備診断技術者、⾼圧ガス製造保安責任者免状等を有すること
を検査員の資格として要求すべきではないか。
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